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議 事 日 程

令和７年第４回浜中町議会定例会

令和７年１２月１１日午前１０時開議

日 程 議 案 番 号 議 件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議案第８７号 令和７年度浜中町一般会計補正予算（第７号）

日程第 ３ 議案第８８号 令和７年度浜中町介護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第 ４ 議案第８９号 令和７年度浜中診療所特別会計補正予算（第３号）

日程第 ５ 議案第９０号 令和７年度浜中町下水道事業会計補正予算（第１号）

日程第 ６ 議案第９１号 浜中町教育委員会教育長の任命同意について

日程第 ７

閉会中の継続調査の申し出について

(総務経済常任委員会・社会文教常任委員会・広報公聴

常任委員会・議会運営委員会)
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（開議 午前１０時００分）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

開 議 宣 告

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 前日に引き続き、会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、前日同様であります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 議案第８７号 令和７年度浜中町一般会計補正予算（第７号）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第２、議案第８７号の質疑を続けます。

７番渡部貴士議員。

○７番（渡部貴士君） ２点質問させていただきます。

３７ページの２款総務費１項総務管理費、３８ページのその他一般行政に要する経費の

うち、普通旅費と町長交際費についてお伺いいたします。

本町の財政状況が非常に厳しさを増す中で、私たち議会としては限られた財源をどのよ

うに町民の暮らしに還元していくか、不断の見直しが求められていると考えております。

このような中で、町長の旅費及び交際費について、近年、増加傾向が見受けられます。も

ちろん、町長としての対外的な活動が町の発展につながることは十分理解しておりますし、

必要な出張や交際があることも十分承知しております。ただ、財政運営の透明性確保と町

民の理解を得るという観点から、以下について質問させていただきます。

まず、旅費、交際費の増加の背景と目的について、増額となっている主な理由、また、

今回計上された出張の内容がどのように町政に反映されるのか、お示しをいただきたいと

思います。

また、費用対効果の説明についてです。出張や交際の成果を町としてどのように評価し、

費用に見合う効果があったと町民に説明できる形で整理されているのか、取組の状況につ

いてお伺います。

もう一つは、今後の経費削減の抑制についての考えをお伺いいたします。

次に、４７ページの５款農林水産業費２項林業費、４８ページの有害鳥獣被害に対策に

要する経費のうち、ヒグマ駆除等従事者報酬についてお伺いいたします。

本町でも、近年、ヒグマの出没が増加し、住民の安心、安全を守るための対策が欠かせ

ない状況と認識しております。今回計上されているヒグマ対策費の具体的な内訳ですが、
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謝金、出勤手当、捕獲の報償金があるのかなど、どの項目にどれだけ配分されるのか、詳

細を伺わせていただきます。

その上で、近年、全国的にハンターの高齢化、担い手不足、危険性の増大が指摘されて

います。命をかけて住民の安全を守ってくださるにもかかわらず、待遇が見合わず、結果

として業務拒否に至った自治体もあります。

こうした事例を踏まえ、次の点を伺います。

今回の費用の比較基準があるのか、また、ハンターの確保や育成、処遇改善について課

題認識をお持ちなのか、この二つをお伺いさせていただきます。

○議長（落合俊雄君） 総務課長。

○総務課長（佐々木武志君） ３８ページのその他一般行政に要する経費のうち、普通旅

費及び町長交際費が増加傾向というご質問に私からお答えをいたします。

まず、旅費につきましては、理事者の要望活動等があり、道内に限らず、道外への出張

が多くなってきております。当初予算では４００万円でスタートしたところですけれども、

実績を申しますと、１０月末で３９７万２２５７円の支出となっております。

昨年度の令和６年１１月から３月につきましては８３万３５３５円でして、これを合わ

せますと４８０万５７９２円という数字になるわけでございますけれども、今年度につき

ましても、実績見込みを加えまして５００万円になるよう、補正のご提案をさせていただ

いたところでございます。

町長交際費につきましても同様の考え方でございます。いろいろと出張もございますけ

れども、近年は、町で支出している葬儀の供花が増えている傾向です。今年度の１０月ま

での実績は１６８万４９２２円でございまして、令和６年度の１１月から３月までの実績

としましては７１万７０８１円、合わせますと２４０万２００３円となります。その他の

調整を踏まえまして、７０万円増の２７０万円で予算のご提案をさせていただいたところ

です。

○議長（落合俊雄君） 副町長。

○副町長（石塚豊君） 私から、普通旅費の関係と交際費の関係について説明したいと思

います。

旅費にしても、交際費にしても、今回は不足分を計上することを提案させていただいて

おりますけれども、旅費につきましては、今回、旅費の改定がございまして、宿泊費が増

えたことも経費の増大につながっております。

また、町行政として真に必要な経費として支出しておりますので、決して無駄遣いして

いる、必要のないもので出張しているというわけではございません。先ほど課長からも説

明しましたけれども、各種要望活動や要請活動、あるいは、必要な会議の出席で計上して

いるということでございます。

議員から費用対効果の関係のお話がございました。例えば、現在、町でも積極的に進め

ております企業版ふるさと納税の関係で、直接、企業様に赴いて要請活動を行っておりま
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して、その効果が表れてきております。また、今回、与那原町との交流もあり、旅費を使

って活動することによりまして、浜中町と与那原町の友好都市の発展につながっておりま

す。

そうしたことから、今回は町として本当に必要な経費を計上させていただいたというこ

とです。

また、交際費の関係につきましても不足分の見込み計上でございますけれども、先ほど

課長からもお話がありましたとおり、葬儀の関係や釧路での開催ということで経費がかか

っております。また、交際費につきましては今年４月から公表を行っております。個人名

は差し控えますけれども、交際費の支出区分ごとの明細を毎月公表しておりますので、ご

理解をお願いしたいと思いますし、交際費も本当に必要な経費ということでご理解をいた

だきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 農林課長。

○農林課長（渡邊馨君） ４８ページの有害鳥獣被害対策に要する経費の報酬の内訳につ

いてお答えします。

まず、ヒグマ駆除従事者報酬につきましては、新年度で７４万３０００円であったもの

に対し、９月定例会で予算不足が生じ、４７万円の補正計上を行い、現予算総額は１２１

万３０００円でございました。

１０月末時点での執行額は１４４万３７５０円であり、既に２３万７５０円の不足が生

じたこと及び１１月以降の出動手当として１日当たり１万６５００円を３０回支出する見

込み分、４９万５０００円を合わせて、このたびの７２万６０００円を予算計上したもの

でございます。

続いて、中身についてですが、報酬は、浜中町でいえばあくまでも出動手当でして、先

ほど申し上げましたとおり、１日当たり１万６５００円の支給となっております。

続きまして、比較基準という質問でありますが、管内との比較と捉えて答弁したいと思

います。

管内では、出動手当、それから、１頭当たりの駆除に対する支給という形を取っていま

すが、浜中町におきましては、先ほど申し上げたとおり、出動手当１万６５００円のみの

支給です。

管内を取りまとめた中では、１万６５００円が一番高いです。また、同時に行われてい

る他の町村の１２月定例会で他の町村は引上げをするという情報も入ってきております。

この金額につきましては町の非常勤職員の報酬額を基準に算出しております。

最後に、ハンターの処遇改善についてです。

ハンターの処遇改善という質問がどのような改善のことか、分からない部分もあるので

すけれども、町、猟友会の全体的な取組の中で、浜中に限らず、高齢化していることもあ

りまして、町におきましては狩猟免許の取得に対して助成し、ハンターの若返りを図って

おります。
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３年ぐらい前の定例会でも同じような質問がありましたが、その際はハンターの平均年

齢が６０代でしたが、現在は５３．１歳と若返っております。今後、技術の伝承も含め、

町としてはそういった取組についても行ってほしいと働きかけております。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

２番渡邉秀治議員。

○２番（渡邉秀治君） 私からは２点お聞きします。

３７ページの２款総務費４目振興費、４０ページのふるさと創生に要する経費のうち、

１２節委託料、ふるさと納税支援業務委託料についてです。

ご説明をよく聞き取れませんでしたので、委託先と計算の仕方をもう一度教えてくださ

い。

次に、歳入ですが、３６ページのふるさと納税（企業版）についてです。

概要では１００万円が３件、３０万円が１件、１０万円が２件でしたが、差し支えない

範囲で本社名か本社所在地をお知らせ願います。

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（渡部幸平君） ４０ページのふるさと創生に要する経費のうち、ふるさ

と納税支援業務委託料のご質問にお答えいたします。

まず、支援業務についてお話をさせていただきますが、企画財政課では、昨年度から、

企業版ふるさと納税の取組として納税業務支援サービスの委託を検討しておりました。、

本年度、このサービスを提供する福岡県の企業ですが、自治体との連携を主に行っていた

企業になります。名称は差し控えたいと思いますけれども、この企業について、今般、企

業版ふるさと納税の業務支援サービス利用の締結をしました。

この支援サービスの内容につきましては、契約相手方が本町を応援してくれそうな企業

を選定して寄附の働きかけをしてくれるというもので、その際に使用する浜中町の魅力を

発信するもの、それから、プロジェクト等を紹介するパンフレットについて、専任のデザ

イナーがデザインから印刷までを行いまして、さらに、そのパンフレットの郵送や営業等

も契約相手方が行うということですので、本町に営業に関しての負担は生じません。

しかし、営業活動を通じて企業版ふるさと納税の寄附をいただいた場合、町は、寄附額

の２０％プラス消費税分を成果の報酬として支払うという契約内容になっておりまして、

９月以降、この営業活動を通じて３社、計５０万円の寄附が確定しましたので、その５０

万円の２２％ということで１１万円を今回計上したということです。

また、歳入のほうとなりますが、現時点で３５０万円の寄附があります。寄附をいただ

いた企業について、企業名は差し控えたいと思いますが、所在地についてお知らせをいた

します。

６社全部を申しますと、まず、１社目が千葉県の企業で１００万円の寄附がございまし

た。それから、熊本県の企業から１００万円、釧路市の企業から１００万円をいただいて

おります。また、今回、福岡県の企業との契約を通じて寄附を受けたものでございますが、
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釧路市の企業から３０万円、同じく釧路市の企業から１０万円、そして、札幌市の企業か

ら１０万円をいただいたということで、計６企業から３５０万円のご寄附をいただいたと

いう状況です。

○議長（落合俊雄君） ２番渡邉秀治議員。

○２番（渡邉秀治君） 企業版ふるさと納税は委託をしているということですよね。ここ

に直接関係しないかもしれないですけれども、企業版でないほうの一般のふるさと納税で

は業務を委託している先はありますか。

○議長（落合俊雄君） 商工観光課長。

○商工観光課長（赤石俊行君） お答えをいたします。

これは企業版ふるさと納税の委託でございまして、一般のふるさと納税については個人

となりますので、そういった契約はしておりません。

○議長（落合俊雄君） ２番渡邉秀治議員。

○２番（渡邉秀治君） 関連になりますが、ふるさと納税の１１月現在の寄附額がもし分

かりましたら教えていただきたいです。

○議長（落合俊雄君） 商工観光課長。

○商工観光課長（赤石俊行君） お答えをいたします。

ふるさと納税の１１月末現在の数字は８億２００万円でございます。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

４番三膳時子議員。

○４番（三膳時子君） ４８ページのリサイクルセンター管理に要する経費のうち、修繕

料４６万５０００円についてです。

ペットボトルの何とかとありましたが、聞き取れなかったので、もう少し詳しく説明し

ていただきたいと思います。

次に、５０ページの漁港整備に要する経費のうち、需用費、修繕料についてです。

渡散布までは書き留めたのですけれども、ご説明願いたいと思います。

次に、５４ページの教育振興に要する経費のうち、需用費の印刷製本費についてです。

郷土読本１００部と書いてあるのですけれども、どう配布されるのかは決まっているの

でしょうか、詳しくお伝えください。

最後に、５８ページの給食センターに要する経費のうち、修繕料についてです。

計５か所を修繕と聞いたのですけれども、もう少し詳しくお伝えください。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（細越圭一君） ４８ページのリサイクルセンター管理に要する経費のう

ち、需用費、修繕料４６万５０００円についてご説明申し上げます。

こちらは、リサイクルセンターにありますプラスチック容器包装、ペットボトルの減容

機のベルトコンベヤーが制御不能となり、メーカーに原因を見てもらった結果、インバー

ターが故障しているということで、そちらの修理に５５万円ということです。
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ペットボトルの置場がなくなるものですから、予算流用させていただき、現在、修理を

しているところになります。補修金額が５５万円、予算の残額が８万５０９５円ありまし

たので、４６万４９０５円が不足となることから、４６万５０００円の補正をお願いする

ものです。

○議長（落合俊雄君） 水産課長。

○水産課長（東海林圭太君） ５０ページの漁港整備に要する経費のうち、１０節需用費、

修繕料１３０万９０００円の増額についてご説明を申し上げます。

この修繕料につきましては、北海道が実施しております水産物供給基盤整備保全事業に

おける散布漁港の保全事業で火散布・渡散布水域のしゅんせつを行っておりまして、現在、

そのしゅんせつ土の置場としているところが大量となり、限界を迎えるこことから、新た

な置場の選定が必要となりました。そのようなことから、散布漁協、さらには、地権者の

方々と協議を行い、了承を得ることができまして、新たな場所を確保することができまし

た。

場所については、現在は渡散布と養老散布の中間にある海岸側のほうになりますが、新

たなところはもう少し北側の森林に近い土地であります。この新たな土地に向かうために

は町道を使用するということですけれども、その土地付近の道路は木の撤去やダンプ等の

大型車両が通るために耐える地盤整備が必要であることから、その整備を行うための費用

であります。

なお、漁港の保全整備事業については北海道が実施しますけれども、その整備に関わり

まして、しゅんせつ土の置場などは町が確保することになっております。

また、このたび北海道が行う火散布、藻散布のしゅんせつにつきましては、棹前昆布に

間に合うようなスケジュール感でやっておりますので、北海道では、令和７年度の補正を

繰り越して８年度の２月から４月までの間にやっていただくということを町から依頼して

いますので、２月までには間に合わせるということでこのたびの補正をさせていただいた

ということです。

○議長（落合俊雄君） 管理課長。

○管理課長（澤邊昭彦君） ５４ページの教育振興費に要する経費のうち、需用費、印刷

製本費のご質問にお答えいたします。

印刷するものを今ここに持ってきているのですけれども、郷土読本になります。こちら

は、新３年生から使用する資料となります。令和２年度に作成したのですけれども、それ

が不足しているということで、追加で印刷をかけようとしています。これから３年分を見

込んで１００冊を印刷しようと思っています。

内訳としては、来年度は３７人、再来年度が３５人、令和９年度が４０人ということで、

少し残はありますけれども、それも含めて購入しようということです。

○議長（落合俊雄君） 給食センター所長。

○給食センター所長（天岡道芳君） ５８ページの給食センターに要する経費のうち、需
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用費、修繕料の説明をいたします。

まず、修繕は５項目あります。

一つ目ですが、食器・食缶コンテナを洗浄後に消毒、保管する消毒保管配送室の天井に

設置している制気口の塗装が剝がれてきております。このままにしておくと食缶への異物

の付着や混入につながるおそれがありますので、塗装のないアルミ製のものに交換をしよ

うとするものです。

続いて、二つ目は、同じコンテナ消毒室ですが、コンテナの消毒保管機が温度信号を出

すリミッターの故障により高温まで熱せられ、緊急停止するため、リミッターを交換する

ものです。

続いて、三つ目は、あえ物室にありますあえ物回転用の釜のストップバルブが漏水する

状態になっておりますので、バルブを交換するものです。

続いて、四つ目は、殺菌庫のファンモーターの交換になります。洗浄室前の準備室の調

理服を殺菌する殺菌保管庫のファンモーターが異音を発しており、このまま使用するとヒ

ューズが切断されて緊急停止するので、交換するものです。

最後に、調理室に置いてあります大型ミキサーのカッターの軸受けの交換です。これは

旧センターから引き続き使用しているもので、２０１１年製のものとなっており、カッタ

ーの軸受けと攪拌容器の底に隙間ができ、攪拌後に液体が本体に漏れるようになってきま

したので、カッターの軸受けを交換しようとするものです。

以上の５点となっております。

○議長（落合俊雄君） ４番三膳時子議員。

○４番（三膳時子君） ５０ページと５４ページのことは了解しました。

４８ページのリサイクルセンターについては、ペットボトルを潰すものということです

ね。近年、暑い気候になっており、ペットボトルの資源ごみが多くなっているから、ここ

何年かのうちにペットボトルを潰すことが多くなったから壊れるのが早かったということ

は考えられるのでしょうか。

次に、給食センターのことについてです。

旧給食センターからの大型カッターが壊れたというのは分かるのですけれども、そのほ

かは新しい給食センターになってからの器具が壊れているのでしょうか、それとも、旧給

食センターから持っていっているものが壊れたのでしょうか。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（細越圭一君） ご質問にお答えいたします。

こちらの機械は平成１１年に導入しまして、最初はペットボトルを潰す機械だけだった

のですが、容器包装リサイクル法の関係で、平成１８年にプラスチックも潰せるように改

造しております。

現在、１９年が経過しております。その中で、近年の高温でペットボトルの量がどうな

っているかですが、令和４年度で１４２０個、令和５年度で１３４１個、令和６年度では
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１３１４個ということで、数に変化はありません。

こちらは経年劣化の故障ということで、この基板が直ればまた１０年以上は使えるかな

と思っております。

○議長（落合俊雄君） 給食センター所長。

○給食センター所長（天岡道芳君） 再質問にお答えをいたします。

旧センターから持ってきたものは、今の修繕５点のうちではミキサーだけとなっており

ます。それ以外のものは、現センターの建設当時に取得したものとなっております。

○議長（落合俊雄君） ４番三膳時子議員。

○４番（三膳時子君） ペットボトルの話は了解しました。

給食センターについて、壊れたものを直すなということではないのです。旧センターか

ら持っていっているものが壊れるのは分かるのですが、給食センターが新しくなって何年

なのでしょうか。嫌にいつもあちこち壊れるような気がしているのです。壊れたものは仕

方がないのですが、そういうふうに感じました。

給食センターが新しくなって何年になるのでしょうか。そのたびに器具やいろいろな部

品が壊れますが、耐用年数は短いものなのでしょうか。

○議長（落合俊雄君） 給食センター所長。

○給食センター所長（天岡道芳君） 質問にお答えをいたします。

現センターにつきましては平成２９年に建設し、３０年度から稼働しております。調理

器具等に関しては、炊飯器とスチームコンベクションの動力がガスで、それ以外は全て電

気となっておりまして、その耐用年数が大体７年から８年と言われております。今、７年

が経過して８年目になっておりますので、そのくらいの時期なのかなと考えておりますが、

機器の状況を見ながら運用していきたいと考えております。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） まず、３８ページのその他一般行政に要する経費のうち、修繕料

１００万円について伺います。

当初、同額の１００万円が予算計上されておりまして、今回は不足分ということであり

ました。昨日の一般質問でこれは街灯のＬＥＤに係るものと記憶しておりますが、今回、

増額補正になった内容、また、仮に今回もＬＥＤであるとしたならば、年間２０基程度を

計画的に進めていくという中の一環と捉えていいのでしょうか。また、当初も含めた街灯

の設置地区について、例えば、茶内、霧多布など、大まかな地区名でいいので、答弁をい

ただければと思います。

次に、同じページの基金積立金についてです。

これは、防衛交付金を積み立てるものですけれども、当初予算の説明のときには、基金

に十分な余力があることから、今回の交付金は基金に積まないで別の事業に充てるという

説明だったと思います。一般廃棄物の基金の残高を示していただきたいと思います。
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次に、４０ページの徴収事務に要する経費についてです。

これは、昨日、同僚議員からも質問がありまして、滞納整理の手続ということで、３件

の滞納分の整理に係るものと理解しております。今回、欠損処分をしないでこの手続を踏

んで回収に努めるという努力かなと理解するのですけれども、今回計上されている手数料

１２０万３０００円の算出根拠、また、３件分を合わせた額でいいので、滞納額の総額を

お伺いします。

以前にも同様の手続を経て、そのときには資産となるものが不動産であったと記憶して

いるのですけれども、動産の資産であればこういう手続も必要ないのかなと思います。今

回、資産と見込めるものの種別も併せてお示しください。

次に、４６ページの環境政策に要する経費のうち、普通旅費と研修等負担金についてで

す。

湧別町のバイオガスプラントの視察４名分という説明でございました。この４名という

人数の中には、行政職員だけではなく、例えば、農協職員など、関係する団体の職員も含

まれているのでしょうか。

以前、バイオガスプラントに関しては、売電の方向ではなく、ガスの販売という方向で

調整をかけるということで１回試算されております。結果、費用対効果が見込めず、あま

りにも農家負担が大きくなるということで、一旦白紙になったものと私は理解しています

し、その経緯を踏まえて今回湧別町に視察に行ったと理解しています。

調べますと、湧別町では、２５戸の農家が参入し、なおかつ、行政はもとより、農協、

漁協、その他一般企業が出資する中で実施しているとのことです。このたび完成して、１

０月に説明会が実施されたということがホームページを見てとれました。

既に視察等は終えているのかなと思うのですけれども、１０月に実施されたものに合わ

せて実施したものなのでしょうか。

また、バイオマス産業都市構想というものが国に認定されている以上、何らかの形で進

めようという努力の表れかなと思うのですけれども、現在考えている方向性をお伺いしま

す。

加えて、農協を含め、参入の意欲を見せていた各農家に対して、一旦白紙に戻した経緯

等の説明は既に済んでいるのか、その上での新たな試みなのかどうかも含め、答弁をいた

だきたいと思います。

次に、４８ページの最終処分場管理に要する経費のうち、修繕料についてです。

専門用語で書かれていますが、バックホーの各ポンプの交換７３万８０００円というこ

とです。当初予算では１４３万１０００円が同様にバックホーの油圧系統の修理というこ

とで計上されておりました。

今回の７３万８０００円は、当初見込んでいたものとは全く別なものというか、当初見

込めなかった故障が発生したことによるものなのでしょうか。見ると、これも油圧系統の

部類に入るのかなと思うのですけれども、その説明を詳しくお願いしたいと思います。
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次に、その下の先ほど４番議員からもあったリサイクルセンターについてです。

令和６年度に発泡スチロールの減容機を購入するという予算として６００万円程度が計

上されていました。素人なので、分からないのですけれども、減容機の種類です。缶もあ

りますし、発泡スチロールとプラスチックがどう違うのかもよく分からないのですけれど

も、実際に稼働している減容機の種類を改めて説明していただきたいと思います。

次に、５２ページの建築行政に要する経費のうち、民間賃貸住宅等建設促進助成金５４

８万円の減額補正についてです。

当初予算では限度額の１２００万円が見込まれていて、今回、執行残ということなので、

６５０万円程度が予算として執行されています。この制度では、１平米の単価が決まって

いて、それに対する助成ということで、割り返しますと大きさとしては２００平米くらい

の建物になると思いますけれども、賃貸住宅の建設地区、１棟何戸の住宅ができたのか、

説明していただきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 総務課長。

○総務課長（佐々木武志君） ３８ページのその他一般行政に要する経費のうち、需用費

の修繕料に関するご質問にお答えをいたします。

まず、今回の増額の理由につきましては、実績見込みによるものでございます。

こちらは当初予算で１００万円を計上させていただきまして、議員がおっしゃられます

とおり、ＬＥＤもそうですが、主に街灯の修理でして、１０月までの支出が７３万４００

円となっているところでございます。

昨年度の１１月から３月末までに街灯の修理が１０件発生しておりました。ＬＥＤの整

備には１基当たり１２万５０００円程度がかかるものですから、そちらを１０基というこ

とで、１２５万円で調整しまして、１００万円追加の２００万円の予算となるよう、ご提

案をさせていただきました。

今、既に４基の故障箇所がございます。奔幌戸地区が１基、仲の浜地区が３基、茶内市

街が１基ということで、４基が故障しているので、こちらを優先して修繕を行っていきた

いと考えております。

１０基分を見込み計上ということになりますけれども、今年度はこの範囲内で修理をさ

せていただきたいと考えているところです。

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（渡部幸平君） 議案３７ページの基金積立金、３８ページの特定防衛施

設周辺整備調整交付金基金積立金のご質問にお答えいたします。

まず、特定防衛施設周辺整備調整交付金につきましては、本年度の交付額を当初１億４

１５２万円で見込んでおりまして、議員がおっしゃるとおり、積立て等は今年度は行わず、

事業に充てるということで、霧多布保育所の建具改修工事、湯沸会館の建て替えの工事に

充当することで計上をさせていただいておりました。

本年度の交付金の額が１億７８７１万５０００円で確定しております。この経過としま
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しては、当初予算につきましては、例年、中隊規模の演習ということで見込んで計上しま

すけれども、結果として大隊での演習になったということで増額に至ったものでございま

す。

今回積み立てるのは差額の３７１９万５０００円となりますけれども、こちらを基金に

積み立てますと、残高は１億７０３０万６０００円になります。

○議長（落合俊雄君） 税務課長。

○税務課長（梅村純也君） ４０ページの徴収事務に要する経費のうち、役務費の手数料

１２０万３０００円の内訳についてお答えいたします。

まず、相続財産清算人を選任する際に家裁に対して申立てするのですが、その手数料が

１件８００円、３件分で２４００円、さらに、選任されるのは弁護士になると思うのです

が、その方への予納金が１件当たり４０万円の３人分で１２０万円、合わせて１２０万３

０００円となります。

その根拠ですが、４０万円には実は決まりがなくて、裁判所に問い合わせたところ、担

当の方の話だと下は数万円から上は１００万円ぐらいになるだろうということだったので

す。では、この近辺の釧路管内では幾らぐらいでやられているのでしょうかという問合せ

をしたところ、釧路管内では実績がないということでした。不動産屋や亡くなった方の未

払いの家賃などに請求が民間ではあるらしいのですけれども、官公庁ではないということ

なので、間を取って４０万円ぐらいでいかがでしょうかというような提案をされたもので

すから、何かを積み上げて出した数字ではないということです。

予納金についてのお答えもさせていただきたいのですけれども、最終的に残された財産

を処分して税に充てて、さらに残余金があった場合、予納金にも充当されますので、今回

の１２０万円は最終的に解決した際には全額が戻ってくる見込みで進めております。

また、滞納の総額ですが、３件分で４５万４０００円となっております。さらに、資産

の種別としましては、１人の方は普通預金がございます。もう一人の方については、給与

の未払い金、自動車を２台持っておりますので、そちらも売却の予定でおります。３人目

の方については、自動車と土地があります。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（細越圭一君） ４６ページの環境政策に要する経費のうち、旅費の普通

旅費１３万９０００円についてご説明申し上げます。

まだ湧別町には行っておりません。なお、４名の内訳は、住民環境課職員２名、農林課

２名となっております。

前回は農協職員も行ったということだったのですけれども、今回、一緒に行きませんか

とお話をしたのですが、今回は遠慮させていただきたいということで、町の職員４名で行

くことになっておりまして、３月中旬を予定しております。

今回、視察に行く目的は、集中型での稼働と冬期間のバイオガスの発電状況等を視察さ

せていただき、今後の検討材料としたいということです。
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次に、バイオマスの説明会については、１０月３０日に茶内コミュニティセンターと浜

中支所で農家の方に説明会を開催しております。人数については手元に資料がありません。

バイオマスの今後については、６月９日に町長と農協の組合長がバイオマスの関係につ

いて農協にて協議を行っております。その中で、現在検討しているバイオマスとガス構想

については現状では厳しいというお話合いがされたのですけれども、農協の組合長から、

ただ、環境は切っても離せないことなので、今後、バイオマスをどのようにしていけばい

いか、白紙ではなく、今後検討していきましょうと決まりましたので、そのことを含めま

して、集中型がいいのか、個別型がいいのか、もう一度きちんと現状を確認するために湧

別町に視察に行きたいと考えております。

続きまして、４８ページの最終処分場に要する経費のうち、需用費の修繕料７３万８０

００円についてご説明申し上げます。

こちらは、経過から全てお話しさせていただきたいと思います。

７月１７日に最終処分場で使用しているバックホーの後方より油が漏れていることを処

分場の職員が発見し、メーカーに見てもらったところ、サプライポンプの破損により燃料

が漏れていることが分かりました。燃料漏れということで、早急に補修を行うため、予算

流用をさせていただき、９月１０日に補修は完了しております。

補修金額は７７万８４７０円となり、先ほど議員がおっしゃいました油の交換等の残額

が１１万５８１２円あり、不足の６２万２６５８円に６２万３０００円を流用しておりま

す。

また、同じバックホーで９月１７日にセンサーのエラーがあり、メーカーに見てもらっ

たところ、ラジエーター等の目詰まりとセンサーの故障と分かりました。オーバーヒート

を起こしてしまうことから、早急に補修を行うため、こちらも予算流用をさせていただき、

１０月１７日に補修は完了しております。

補修金額は１１万４４００円となり、予算の残額３４２円、不足の１１万４０５８円に

１１万５０００円を流用させていただいております。

流用額が合計で７３万８０００円となり、戻入れの補正をお願いするものであります。

続きまして、４８ページのリサイクルセンター管理に要する経費の減容機の内容につい

てです。

こちらは空き缶のプレス機で、アルミ缶とスチール缶を潰すものです。先ほどの補修が

ありましたプラスチック容器包装は、袋のところにマークがついているのを見たことがあ

ると思うのですけれども、それを潰す機械になります。それとペットボトルを交互に潰し、

潰したものがＰＰバンドに巻かれて出てきまして、それをリサイクル協会に発送していま

す。

次に、発泡スチロールの減容機は、羽根で発泡スチロールを細かく砕いた後、その下の

熱で溶かしながら固める方式のものになります。

○議長（落合俊雄君） 建設課長。
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○建設課長（塚田恒平君） ５２ページの建築行政に要する経費のうち、補助金の民間賃

貸住宅等建設促進事業助成金５４８万円の減額理由について説明いたします。

浜中町民間賃貸住宅等建設促進事業の令和７年度の申請受付期間は令和７年７月３１日

で終了しており、今年度の申請件数は１件となっております。

申請建物の概要ですが、建設地が茶内地区、建物用途が従業員宿舎、構造規模が木造２

階建ての１ＬＤＫ４戸、床面積は２５３．３８平方メートル、町内業者施工で、助成金額

は６５２万円となっており、家賃に関しては無償貸与と伺っております。

以上のことから、予算額１２００万円から助成金額６５２万円を差し引いた残額５４８

万円を今回減額補正したものになります。

補足説明としまして、補助対象面積ですけれども、共用部を除いた補助対象面積が２１

７．３７平方メートルで、町内業者施工で３万円、計算したところ、６５２万１１００円

となります。１枚未満が切捨てとなりまして、６５２万円となります。

○議長（落合俊雄君） ６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） ３８ページについては理解しましたが、１点だけ確認です。

課長答弁で主にという言葉を使われた上でＬＥＤという言葉を使われたのですけれども、

修繕するに当たって、ＬＥＤでないものについてはＬＥＤ化をしていくという方向性で進

めるということでいいのかどうか、主にという言葉の意味が理解できませんでしたので、

確認いたします。

次に、４０ページの徴収事務に要する経費については、おおよそ理解できました。

当初、私が思っていたのは、この手法を用いるのは主に不動産の場合かなと思ったので

すけれども、そうではなく、車もあるし、預貯金もあるということで、極力、滞納分の回

収を図りたいという意思は十分に伝わりました。

一つ懸念しているのは、土地もあったということなのですけれども、土地だけなのでし

ょうか、上物があるのでしょうか。仮に上物があるとしたら、公売にかけた結果、成立し

なかった場合、この土地の所有はどういう位置づけになるのかが気になるのです。

国において、いわゆる迷子の土地、所有者が分からない物件の発生を防ぐという目的で、

昨年に改正がされて、まず、相続登記を義務づけた上で相続放棄も認めるということが決

定された中での今回の放棄だと思うのですけれども、相続放棄となった不動産の所有はど

うなっているのか、その説明をいただければすっきりするかなと思いますので、よろしく

お願いいたします。

次に、４６ページの政策環境については、これから行くということです。湧別町は既に

稼働しているはずです。前回の案は取りあえず白紙に戻すけれども、撤退ではなく、今後、

さらに協議を進めながら何とか道を探るという方向性で、これは農協とも意思疎通を図れ

たという認識を持って構わないのだと思います。

私は、あまりにもコスト高になった関係で、なかなか事業が展開できないけれども、再

生可能エネルギーの地産地消というのでしょうか、うちのまちに適したものという意味で
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バイオマスは大変魅力のある事業だと思います。

湧別町をしっかり見てきて、２５戸の農家が参入しているということなので、一体どれ

くらいの負担が実際にあるのか、なおかつ、民間企業も含めた中で、漁協までもが会社設

立に携わっているということですので、十分に精査し、うちのまちでも可能な方向性をぜ

ひ探ってきていただきたいなと思うのですけれども、その決意だけ伺っておきたいと思い

ます。

以上、お願いいたします。

○議長（落合俊雄君） 総務課長。

○総務課長（佐々木武志君） ３８ページのその他一般行政に要する経費のうち、修繕料

に関するご質問にお答えをいたします。

議員がおっしゃいますとおり、主にと答弁させていただきましたのは、一部、自動点滅

機の交換等があったからです。そういうお答えをして申し訳なかったのですが、今後にお

ける予算の使用のほとんどがＬＥＤへの交換になってくるのかなと考えております。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（細越圭一君） 決意になると思うのですけれども、ご質問にお答えいた

します。

湧別町の施設も建設費が２割ぐらいアップした中で行われていると聞いておりますが、

農協組合長と町長とのお話の中でも環境問題はきちんとしていかなければならないという

こともございました。

今回、１０月３０日の説明会の中でも、集中型は集めるのは大変だ、これからは個別型

ではないかというお話がございましたので、それも踏まえ、きちんと視察をさせていただ

き、今後の検討をするために勉強してまいりたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 税務課長。

○税務課長（梅村純也君） まず、今回の対象案件についてです。

不動産が土地だけなのかという問いだったと思うのですが、今回は土地だけです。上物

があって公売が不成立だった場合にどういう処理をするのかですが、実は、今回は確実に

回収できる見込みの案件に絞って処理をしていこうと考えております。内々でその土地と

隣接する方とのお話もついていまして、売り方も、公売という方法になるのか、任意売却

になるのかを選択できるものですから、まずは確実に売れるものということでこの３件を

選択しました。

先ほども申し上げましたとおり、１件については預貯金で、かなり簡単な手法で処理で

きるという話を弁護士に伺っていますので、予納金も４０万円まではかからないだろうと

いう見込みでおります。

続きまして、先ほど議員が迷子不動産という表現をされていましたが、法務局では所有

者不明土地という言い方をされております。相続放棄されて所有者不明土地になるケース

もあるのですが、今回のような処理をすることによって、後づけになることもあるのです
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が、所有者不明土地を未然に防ぐ効果も一方では考えております。

それによって、今、相続放棄されて、課税にはなるのですけれども、納付書を送る相手

がいないという土地も数件あるのです。将来にわたってはこういったものも解決し、迷子

不動産をできるだけ減らしていきたいという思いもございます。

また、今回は不動産以外に自動車もあるのですが、そのうち、軽自動車が２台ございま

して、軽自動車も結局は納付書を送る相手がいない軽自動車になってしまいますので、今

回、対象の軽自動車を売却することによって名義変更もできるという効果も併せて考えて

おります。

○議長（落合俊雄君） ６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） おおむね了解しました。

１点、徴収事務に要する経費について確認です。

一般的に相続放棄を申し立てて家裁に認められた土地は、基本的にはどこが管理するか、

どこが責任を負うと国で定めているのか、見込んでいるのかについて確認させていただき

たいと思います。

○議長（落合俊雄君） 税務課長。

○税務課長（梅村純也君） 一般的に相続放棄された土地の件についてですが、国では特

に定めはございません。ただ、令和５年４月から施行された法律では、所有者不明土地の

国庫帰属という制度が新たにできました。言葉のとおり、相続放棄する際に相続しないで

その土地を国庫に帰属しますということですが、その際にいろいろな条件があります。

帰属するに当たって、手数料として二、三十万円ぐらいが必要ですし、しかも、崖地は

駄目、上物があったら駄目、ただの平たんな土地でなければ駄目だということで、あまり

手続は進んでいないようです。しかも、その土地が都市部にあれば価格もある程度になる

ので、国としても必要ということになります。

法務局が言われているところによると、国庫帰属の前に町でもし必要なのであれば、む

しろ町への寄附を先に行ってくださいということなのですが、なかなか土地の寄附を受け

る体制もできておりませんし、町としても、個人の方が持っていれば固定資産税をいただ

けるということもありますので、必要以上に寄附を受けるということにもならないのかな

と思っております。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

９番成田良雄議員。

○９番（成田良雄君） 歳入の３５ページの民生費寄附金のうち、３６ページの教育費寄

附金について質問いたします。

このたび、社会福祉寄附金として４５万４０００円、そして、児童福祉費寄附金で４９

万円、教育費寄附金で５９万円を歳入に計上しています。

予算概要を見れば分かりますけれども、項目別に詳しく説明をお願いいたします。

社会福祉費寄附金では１社、個人１件、そして、児童福祉費寄附金は、１団体組合と個
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人１件、教育費寄附金は団体、組合と個人１件ということでございますが、できれば事業

者の名前も公表してもらいたいと思います。

あわせて、歳出の４２ページでは基金積立金４５万５０００円が寄附金で充当されてお

ります。また、４４ページでは寄附金を充当しての備品購入などを３件計上しております。

そして、５６ページには１件の図書購入に寄附金を充当しています。

本当に貴重な寄附金ですが、どのような歳出に充当したか、詳しく説明をお願いしたい

と思います。

○議長（落合俊雄君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（川村則彦君） 質問にお答えします。

３６ページの社会福祉費寄附金４５万４０００円についてお答えいたします。

内容に関しましては、個人からの寄附金が１０万円と企業からの寄附金が４５万４５０

０円となっております。

企業についてご説明いたします。

企業につきましては、明治安田生命から寄附をいただいております。こちらは、明治安

田生命の地元の元気プロジェクトの一環として、地域住民の方の健康づくりや暮らしの充

実に向けた共同取組の一助として毎年寄附されているものであります。令和３年度から５

年目となり、寄附の累計は１６８万２００円となっております。

こちらは、歳出の４２ページの福祉振興基金積立金に個人からの寄附と合わせて全額を

積み立てております。

○議長（落合俊雄君） 保育所長。

○保育所長（中山和生君） 歳入の民生費寄附金、児童福祉費寄附金４９万円の増につい

てご説明させていただきます。

例年同様、匿名の個人寄附が１件、２０万円、また、農協から３０万円の寄附がありま

して、こちらは令和２年度から毎年いただいております。また、個人寄附につきましても、

匿名ではありますが、同じ方に令和４年度から４年続けていただいておりまして、保育所

としては大変ありがたく思っているところでございます。

保育所の子どもたちのためにということでいただいておりますので、歳出のほうにあり

ますとおり、おもちゃや備品など、それぞれの保育所で子どもたちが喜ぶものや必要なも

のを先生たちが選んで購入させていただいているところです。

寄附金につきましては既に納入されているのですけれども、既定予算が１万円でしたの

で、４９万円の補正となります。

次に、歳出です。

まず、４４ページの子育て支援センターに要する経費のうち、施設用備品購入１０万７

０００円の増についてです。

こちらにつきましては、やわらかステップ・たっちとあんよという名前の乳児期のつか

まり立ち、伝い歩きに特化したユニット式の歩行レーンとなっておりまして、乳児後期の
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つかまり立ちのサポートから歩行確立まで幅広く活用でき、バランス感覚にも特化したも

のであり、安全に見守ることができるものとなっております。

対象年齢は６か月から２歳くらいまでとなっておりまして、茶内子育て支援センターを

利用するお子さんとそれを見守る保護者にぴったりな備品と考えております。こちらが１

０万７０００円となっております。

次に、常設保育所に要する経費事業費のうち、消耗品費についてです。

こちらは、令和５年度に寄附金で買わせていただいた霧多布保育所のプレイルームで使

う大きくて柔らかい素材でできたブロックの買い増しです。増やしていくことで子どもた

ちの遊びの幅を広げることができますので、追加購入しようとするものです。１６個組で

６万９０００円で、丸や三角、四角などのほか、長いタイプも入っておりまして、組み合

わせるとシーソーのように遊ぶこともできます。

次に、霧多布保育所のラバーリング２万９３００円です。こちらはラバー素材のリング

で、運動会などのマーカーとして使うものです。けんけんぱのときの丸と言ったら分かり

やすいでしょうか。運動会以外のときは霧多布保育所のプレイルームで使う予定です。丸

から丸へジャンプしたり、鬼ごっこのときの安全地帯にしたり、遊び方によっていろいろ

な使い道がありそうだと考えております。

次に、備品購入費についてです。

まず、イージーアップテントが１台５万５０円です。こちらは、以前、茶内保育所でも

購入したのですけれども、今回は霧多布保育所の外で使うテントとなります。パンタグラ

フ式の骨組みのものでして、女性でも組立てが簡単な構造となっております。夏場の外遊

びや砂場遊び、運動会や運動会の練習などの熱中症対策として購入させていただく予定で

す。

次に、霧多布保育所で使うクリスマスツリーが２万６５００円です。既存のものは購入

して３０年以上がたっておりまして、劣化が進み、形をなさなくなってきているため、更

新しようとするものです。

次に、茶内保育所で使うおひさまフレンド・ロングという商品名の、いわゆる屋外用の

ベンチです。テーブルとしても使うことができ、子どもたちが外遊びや砂場遊び、運動会

の練習などをするときにテントと一緒に使うことを想定しています。３台１セットを２セ

ット購入し、６台で１３万２０００円となります。

次に、へき地保育所に要する経費のうち、消耗品２万円の増についてです。

サニーパーク砂遊び超特大セット１万９４１５円ですけれども、姉別保育所での砂場遊

びに必要なバケツやスコップ、じょうろなど、３６個のセットに収納ケースがついたもの

です。今年度、姉別保育所の砂場を補修しておりまして、そこをさらに楽しむためのアイ

テムとなっております。

次に、備品購入費、施設用備品購入費１１万円の増についてです。

主に寄附金を活用しておもちゃなどを購入させていただきます。また、姉別保育所の電
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話機が壊れてしまいましたので、更新するものです。

まず、寄附金で購入しようとするものは、浜中保育所で使う予定のＬＥＤブラックライ

ト一式２万９９００円です。こちらは、行事ごとに使うブラックパネルシアターというも

のに使うものです。ブラックパネルシアターは、黒い布を張ったパネルを舞台に保育士が

人形を貼ったり剝がしたりしながら物語を進めていくもので、七夕や節分、ひな祭り、ク

リスマスなどのお話を子どもたちに聞かせます。次に、森のアイランドキッチン２万５３

００円は、姉別保育所でおままごとに使う木製のキッチンとなっております。ＣＤラジオ

カセットレコーダー２万５０８０円は、散布保育所のプレイルームなどで使用する予定で、

発表会の練習や卒園式などの行事などのほか、お昼寝明けの音楽を流すなど、使用頻度の

高いものとなっております。ここまでが寄附金を活用しているものになります。

次に、ファクスつき電話機２万９０００円ですが、姉別保育所において、９月下旬に急

に電話機が故障したため、既に流用して購入させてもらっていますが、それを戻し入れる

ものです。保護者との連絡に必要不可欠なため、代替機を取り付けてすぐに購入に至りま

した。

○議長（落合俊雄君） 管理課長。

○管理課長（澤邊昭彦君） ３６ページの教育費寄附についてご説明いたします。

１件は、保育所同様に、浜中町農業協同組合から５０万円の寄附をいただいております。

それに加え、個人の方から１０万円の寄附をいただいております。合わせて６０万円で、

既定予算が１万円ありますので、差し引いた分の５９万円を計上しております。

歳出についてですが、５４ページの基金積立金、育英事業基金積立金１０万円は、個人

からの寄附の１０万円となります。また、５６ページの教育振興に要する経費のうち、備

品購入費は図書購入で５０万円を見ております。

農協から寄附をいただくのは６年目を迎えます。各学校に毎年１校ずつ割当てて５０万

円ずつ使わせていただいております。今年度は散布中学校に５０万円を配分して活用させ

ていただきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（川村則彦君） 先ほど、社会福祉費寄附金の４５万４０００円に関して

答弁漏れがございましたので、説明させていただきます。

個人からの寄附１０万円と明治安田生命からの寄附４５万４５００円、合わせて５５万

４５００円から予算現額１０万円を差し引いた４５万４０００円が補正額として計上され

ておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

１番三上浅雄議員。

○１番（三上浅雄君） ４０ページの徴収事務に要する経費について、先ほど６番議員と

のやり取りがありましたが、知識不足なので、確認させていただきます。

滞納金が４３名で四十数万円あるとのことですが、これは滞納整理機構も通っている案
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件なのですか。遺族が相続放棄をして、滞納金を徴収するために、町としては、家裁に申

請し、管財人を立てて、聞き慣れない予納金を積んで四十数万円の税をもらうという手続

を取っているということですね。

先ほど言ったように、３名の亡くなった方の財産を町側である程度把握できていて、預

貯金があるのも知っていて、こういうケースだとやれるなという判断の中で執行したとの

ことですが、こうしたことは過去にもありましたか。私が議員になってから聞いたことが

ないのです。

まず、今私が言った手続の仕方で間違いないですか。こういう手続を踏んで徴収するの

ですよね。例えば、預貯金が滞納している税額より多かったらどうするのですか。この４

０万円は誰が積むのですか。遺族は放棄してしまっているから、家裁に申し立てている町

側が積むのですか。

また、土地がそれ以上に売却できたらその分は返ってくるとのことですが、返ってきた

お金はどこに行くのですか。遺族が放棄しているということは受け取らないということに

もなると思うのですが、そこがどうも納得いかないのです。

例えば、私は法人の役員を長くやっていましたけれども、法人でもあるのです。これは

法人でも適用できるのですか。当然、弁護士なり税理士なりとやっていくのだと思います

が、私が今言ったとおりの流れで間違いがないか、また、二、三点の今言った疑問点につ

いて教えてください。

○議長（落合俊雄君） 税務課長。

○税務課長（梅村純也君） 徴収事務に要する経費に関してお答えいたします。

この案件は滞納整理機構が関与しているかということだったのですが、滞納整理機構は

関与しておりません。

次に、相続放棄から始まる手続は、議員がおっしゃるとおりの流れになっております。

相続放棄されたというのは黙っていれば我々は分からないのですけれども、家庭裁判所に

照会をかけまして、相続放棄の申述がされているかどうかの確認を取ります。それによっ

てされていることが確認できたところでこの流れに入っていくことになります。

次に、財産の把握はどのような形でやったのかですが、実は、令和７年４月からインタ

ーネットを通じて預貯金、さらには、生命保険の調査ができるシステムを導入しておりま

す。今までは預貯金調査だと長いところで照会をかけてから１か月ぐらいかかっていたの

ですが、それによって二、三日のうちに調査が完了しますし、それに伴って調査件数も多

くなったのです。

なお、先ほど申し上げた預貯金がある方については、家族のいない方だったこともあり、

これまで預貯金調査をかけていなかったのですが、財産があるということが分かったため、

そこからこの処理をしていこうという話になりました。また、議員がおっしゃるとおり、

これまではこういった方法は取っていなかったです。

ただ、空き家の関係で過去に防災対策室で同じ手続をしていると聞いたこともあります
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ので、それは申し添えておきます。

次に、４０万円は誰が納めるのかですが、町が予納金、前払い金を払います。裁判所に

してみたら、我々、官公庁だけではなく、民間の方がこの手続をすることもありますので、

支払いが後々されないことがないよう、弁護士に手つけのような形で払われると聞いてお

ります。

処分した財産をお金に換えた段階で、最初に予納金に充てます。この３件はそれぞれ４

０万円以上、多い方で１００万円ぐらいに換価できる見込みでおりますので、まずは弁護

士費用である予納金の４０万円に充て、その後に税に充てます。それぞれの滞納金額に充

てても残余金が出てくる見込みでありますが、そこで出るのは相続放棄されているものに

対しての最終的な残余金ですから、遺族に渡ることはございません。遺族ではなく、これ

も国庫帰属といいまして、この場合、清算人となった弁護士が法務局に一旦供託し、その

後、期間を置いた後に国庫に帰属するという流れになっております。

次に、法人でもこういった手続が取れるのかについてです。

法人も同様に取れますが、法人の場合、相続人という存在をどういうふうに捉えるかも

ありますので、それについては今後研究させていただきたいと思っております。

○議長（落合俊雄君） １番三上浅雄議員。

○１番（三上浅雄君） 流れがどうなっていくのか、今まで知らなかった部分もあったの

で、確認させていただきました。今の説明で、流れ、そして、結果がこうなるのだという

ことが分かりました。

これから先もこういう事案が本町でも発生することもあり得ると思いますが、これから

もこういう措置を取っていくことになるのですか。

○議長（落合俊雄君） 税務課長。

○税務課長（梅村純也君） 今後もこういう措置を取っていくかというご質問についてで

す。

実は、令和８年度の当初予算でも１件分のこの案件用の予算を要求しているところです。

今後も先ほど言ったようなインターネットでやれる調査などもどんどんと取り入れると同

時に、今回の３件については確実に費用対効果といいますか、残余金まで出るぐらいのも

のですが、そこを見極めながら、これ以外にも取っていこうと考えております。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第８７号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第８７号を採決します。
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お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８７号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第８８号 令和７年度浜中町介護保険特別会計補正予算（第３号）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第３、議案第８８号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第８８号令和７年度浜中町介護保険特別会計補正予

算（第３号）について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびは、歳出３款地域支援事業費、包括的支援事業に要する経費でプロジェクター

購入経費について補正をお願いするもので、補正額は１９万３０００円の追加となります。

一方、歳入につきましては、６款繰入金、事務費繰入金１９万３０００円を追加し、収

支の均衡を図ろうとするものであります。

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は５億２６１１万８０００円となります。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。（降壇）

○議長（落合俊雄君） これから議案第８８号の質疑を行います。

歳入歳出一括して行います。

６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） １点だけ、６８ページの歳出について伺います。

今回の補正はプロジェクターを購入するという予算であります。これについては、新規

に購入するのか、それとも、更新という位置づけなのか、また、性質上、認知症予防等に

関わる必要性からかなと思うのですけれども、主なプロジェクターの使途を説明していた

だきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 保険課長。

○保険課長（久野義仁君） プロジェクターの事務機器購入に関する内容についてご説明

申し上げます。

現在使っているプロジェクターにつきましては既に十数年が経過しておりますし、かな

りの頻度で様々な事業に使わせていただいたため、画像の映りも悪く、摩耗が激しいとい

うことで今回新たに購入をさせていただきたいと思っております。

二つ目に議員から認知症という代表的な事業のご質問がありましたが、まさに、今、地

域包括支援センターでは、主に健康教室、ハツラツ倶楽部わっはっは、ほのぼのクラブな
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ど、それぞれの世代、それぞれの介護支援度によって様々なメニューをセンターの職員が

毎月行っております。年間で申し上げますと、そういった事業でプロジェクターを使う頻

度は１５０回を超えまして、大変高頻度となっております。

まず、プロジェクターを使う主な内容につきましては、自治会の会館などにあるカラオ

ケの大きな機械を使用料で第一興商から毎月借りているのですけれども、それにプロジェ

クターをつなげて、それぞれの高齢者に合ったメニューを組み合わせております。毎回同

じようなものを流すとマンネリ化して参加数にも影響するということで、常にアップデー

トしております。当然、参加人数の増嵩も期待しているのですけれども、無理がなく、負

担のかからないようなプログラムで、各地域でこの事業を展開しているところであります。

また、認知症対策といたしましては、今年の１０月２５日に総合文化センターで認知症

をテーマとした映画上映会も行っておりますが、そういった際にもプロジェクターを活用

しております。

昨年１月に認知症基本法が施行されました。今、国も高齢化に合わせて認知症対策に随

分と力を入れております。そういった背景から、浜中町としても、限られた地域包括支援

センターの人数ではありますが、町内の認知症の方の数も増加しておりますし、認知症を

治すことは不可能でありますものの、早い段階で参加をしていただき、なるべく認知症の

進行を抑えることを目的にこういった事業を展開してまいりたいと考えております。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第８８号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第８８号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８８号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第８９号 令和７年度浜中診療所特別会計補正予算（第３号）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第４、議案第８９号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。
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○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第８９号令和７年度浜中診療所特別会計補正予算（第

３号）について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびは、診療所修繕に伴う経費などについて補正をお願いするもので、補正額は５

９万６０００円の追加となります。

補正の内容を申し上げますと、歳出１款総務費、浜中診療所管理に要する経費では、修

繕料、自動ドア修理で２万１０００円の追加、浜中診療所運営に要する経費では、公課費、

消費税で３９万３０００円の追加、２款医業費、医業に要する経費では、修繕料、蒸気滅

菌器修理で６万９０００円の増額、備品購入費、自動体温測定器購入で１１万３０００円

の追加となります。

一方、歳入につきましては、４款繰越金、前年度剰余金で５９万６０００円を追加しよ

うとするものであります。

この結果、補正後の歳入歳出予算の総額は３億３７６７万７０００円となります。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。（降壇）

○議長（落合俊雄君） これから議案第８９号の質疑を行います。

歳入歳出一括して行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第８９号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第８９号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８９号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第９０号 令和７年度浜中町下水道事業会計補正予算（第１号）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第５、議案第９０号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第９０号令和７年度浜中町下水道事業会計補正予算
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（第１号）について、提案の理由をご説明申し上げます。

議案書８２ページの予算説明資料をお開きください。

このたびの補正は予算不足によるもので、収益的収入で、１款下水道事業収益２項営業

外収益２目他会計補助金１８５万１０００円の追加は一般会計補助金によるものでありま

す。

収益的支出で、１款下水道事業費用１項営業費用１目管渠費１８５万１０００円の追加

は、霧多布マンホールポンプ所１号機ポンプの修繕によるものであります。

資本的支出で、１款資本的支出１項建設改良費２目工具器具及び備品１３万５０００円

の追加は、霧多布センターにおいて、水質検査の際に使用する器具であるウオーターバス

が故障したため、購入するものであります。購入の財源につきましては、下水道事業の自

己財源を充てております。

７７ページにお戻りをいただき、議案第２条収益的収入及び支出は、それぞれ１８５万

１０００円を追加し、４億４４２万７０００円に改めようとするものであります。

議案第３条資本的支出は１３万５０００円を追加し、２億５００５万９０００円に改め、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を１億６３７万４０００円に、過年度分損

益勘定留保資金で補塡する額を４４７１万５０００円に改めようとするものであります。

議案第４条予算第８条に定めた他会計からの補助金は２億１９６１万５０００円に改め

ようとするものであります。

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。（降壇）

○議長（落合俊雄君） これから議案第９０号の質疑を行います。

収支一括して行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第９０号の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第９０号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９０号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第６ 議案第９１号 浜中町教育委員会教育長の任命同意について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第６、議案第９１号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君）（登壇） 議案第９１号浜中町教育委員会教育長の任命同意につい

て、提案の理由をご説明申し上げます。

現教育長の佐藤健二氏は、令和８年２月２日をもって任期満了となりますが、同氏は人

格、識見に優れ、また、経歴に示すとおり、長い教育行政経験を通じて確かな実績もあり、

その行政手腕は教育長として最適任と認めるところであり、教育長に同氏を引き続き任命

いたしたく、ここに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によ

り、議会の同意をいただきたく提案した次第であります。

なお、任期は令和８年２月３日から令和１１年２月２日までの３年間となりますので、

よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。（降壇）

○議長（落合俊雄君） お諮りします。

本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。

これから議案第９１号を採決します。

この採決は無記名投票をもって行います。

議場の閉鎖を命じます。

（議場閉鎖）

○議長（落合俊雄君） ただいまの出席議員は８人です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に９番成田良雄議員及び１番三上浅雄議

員を指名いたします。

投票用紙を配ります。

なお、指示があるまで記入せず、お待ちください。

（投票用紙配付）

○議長（落合俊雄君） 投票用紙の配付漏れを確認いたします。

配付漏れはありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検させます。
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（投票箱点検）

○議長（落合俊雄君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

会議規則第８３条の規定により、任命を可とする方は賛成と、否とする方は反対と記載

して投票願います。

なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第８０

条の規定により、否とみなします。

ただいまから投票用紙への記入をお願いします。

記入が済み次第、１番議員より、順次、投票願います。

（投 票）

○議長（落合俊雄君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

９番成田良雄議員及び１番三上浅雄議員の立会いを願います。

（開 票）

○議長（落合俊雄君） 投票の結果を報告します。

投票総数８票、有効投票８票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成８票、反対０票です。

したがって、議案第９１号は任命に同意することに決定しました。

議場の閉鎖を解きます。

（議場開鎖）

○議長（落合俊雄君） ここで、教育長、佐藤健二君から、議員各位に対しまして挨拶の

申出がありました。

これを許します。

○教育長（佐藤健二君） 議長のお許しがありましたので、一言、ご挨拶を申し上げます。

ただいま、町長の教育委員会教育長任命同意を求めるご提案に対し、満場のご賛同を賜

りましたことは、誠に光栄であり、厚くお礼を申し上げます。今後とも、皆さんのご期待

に応えられるよう、教育長として私の使命を全うしてまいりたいと思っております。

つきましては、議員各位のご指導、ご協力をお願い申し上げまして、挨拶に代えさせて

いただきます。

大変ありがとうございました。

○議長（落合俊雄君） 再任されました佐藤健二教育長から大変力強い就任のご挨拶があ

りました。

佐藤教育長には、今後とも、当町の教育振興・発展のためにさらなるご尽力を賜ります
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ようお願いを申し上げます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 閉会中の継続調査の申出について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第７、委員会の閉会中の継続審査の申出についてを議題とし

ます。

各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、目下委員会において調査中の事件

について、会議規則第７５条の規定によって、お手元にお配りした申出書のとおり、閉会

中の継続調査の申出がありました。

お諮りします。

各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会 宣 告

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） お諮りします。

本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は閉会することに決定しました。

これをもって令和７年第４回浜中町議会定例会を閉会します。

（閉会 午後 ０時０１分）


